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大
妻
国
文

第
制
号

二
O

一O
年
三
月

女
院
詮
子
の
束
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

｜
｜
『
権
記
』
と
『
栄
花
物
語
」
か
ら
｜
｜

倉

田

実

は
じ
め
に

道
長
時
代
の
二
町
か
ら
な
る
東
三
条
邸
は
、
院
政
期
と
は
違
っ
て
ま
だ
一
体
化
せ
ず
、
北
町
の
本
院
と
南
町
の
南
院
と
が
分
か
れ
て
存
続
し

て
い
た
。
本
院
は
東
三
一
条
院
詮
子
（
九
六
二

i
一
O
O
一
）
の
御
所
と
し
て
使
用
さ
れ
、
南
院
は
儀
式
用
や
内
裏
擢
災
の
際
の
東
宮
御
所
な
ど

に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
本
院
に
は
、
詮
子
死
後
の
寛
弘
二
年
（
一

O
O五
）
二
月
一

O
日
に
、
道
長
が
「
新
宅
儀
L

（
『
小
右
記
』
）

に
よ
っ
て
移
徒
し
て
い
る
が
、
通
説
で
は
、
焼
亡
に
よ
る
再
建
で
は
な
く
造
替
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
再
建
で
な
い

こ
と
は
、
新
造
前
に
擢
災
の
記
事
が
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
立
証
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
長
保
二
年
（
一

0
0
0）

月

五
日
に
焼
亡
し
て
の
再
建
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
だ
詮
子
が
住
ん
で
い
た
時
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
小
論
で
は
、
長
保
二
年
末
の

東
三
一
条
邸
本
院
焼
亡
と
、

そ
れ
以
後
の
詮
子
御
所
は
三
一
条
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
て
、
波
及
す
る
問
題
も
扱
っ
て
い
き
た
い
。
引
用
本
文

は
、
『
権
記
』
は
史
料
纂
集
本
、
史
書
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
『
栄
花
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
使
用
す
る
。

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所



長
保
二
年
末
の
火
災

高
級
貴
族
の
邸
第
は
、
皇
室
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
「
宮
し
ゃ
「
院
」
の
号
を
つ
け
て
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
東
三
条
邸
も
、
円
融
帝
女
御

で
あ
っ
た
藤
原
詮
子
な
ど
が
主
た
る
住
居
に
し
て
い
た
の
で
、
束
三
条
院
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
詮
子
が
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
九
月

に
落
飾
し
、
邸
第
名
を
女
院
号
に
使
用
し
た
こ
と
で
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
「
束
三
条
院
」
と
さ
れ
た
場
合
、
邸
第
名
に
な
る
の
か
、

女
院
号
に
な
る
の
か
の
弁
別
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
詮
子
は
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
三
月
二
七
日
、
病
に
よ
り
院
号
等
を
辞
し
て
い

る
が

（
『
小
右
記
』
）
、

そ
の
後
も
「
東
三
条
院
」
は
詮
子
の
通
称
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、

そ
の
弁
別
で
の
混
乱
が
多
々
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の

つ
に
長
保
二
年
（
一

0
0
0）
一
二
月
一
五
日
の
火
災
が
あ
っ
た
。

此
夜
東
三
条
院
焼
亡
、
［
月
来
御
平
中
納
言
三
条
第
〔
川
］
移
御
左
大
臣
土
御
門
第
、
（
『
権
記
』

0

［

］
は
、
割
注
。
以
下
同
じ
）

東
三
条
院
御
所
、
中
納
言
平
惟
仲
卿
家
有
火
、
彼
院
為
御
方
遠
、
渡
御
之
間
也
、
（
『
日
本
紀
略
」
）

「
日
本
紀
略
』
で
は
、
詮
子
が
方
違
し
て
御
所
と
し
て
い
た
平
惟
仲
邸
が
火
災
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
何
の
問
題
も
な
く
、
『
権
記
』
の
記

事
も
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
大
日
本
史
料
』
で
は
、
「
平
惟
仲
ノ
第
二
御
方
違
行
啓
ア
ラ
セ
ラ
ル
、
是
日
、
同
第
焼
亡
－
一
依
リ
テ
、

左
大
臣
道
長
ノ
土
御
門
第
一
一
移
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
」
と
の
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
『
史
料
綜
覧
』
で
「
東
三
条
院
焼
亡
ス

［
日
本
紀
略

権
記
］
」
と
さ
れ
て
い
た
し
、
史
料
纂
集
「
権
記
』
の
当
該
頭
注
で
は
「
束
三
条
院
焼
亡
」
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
「
東
三

条
院
焼
亡
」
を
文
字
通
り
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
『
権
記
」
の
「
東
三
条
院
し
は
院
号
で
、
惟
仲
邸
焼
亡
と
す
る
の
が
定
説

と
な
っ
て
い
る
。
長
保
二
年
末
の
束
三
条
邸
焼
亡
説
は
誤
謬
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
が
、
こ
こ
で
再
検
討
し
た
い
問
題

に
な
る
。

『
権
記
』
で
は
、
「
東
一
一
一
条
院
焼
亡
」
と
続
い
て
お
り
、
女
院
が
焼
亡
す
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
東
二
一
条
邸
の
焼
亡
で
解
せ
な
い
か
、
と
い
う



こ
と
で
あ
る
。
東
三
条
邸
が
焼
亡
し
た
の
で
、
詮
子
が
方
違
先
と
し
て
い
た
惟
仲
の
「
三
条
第
」
か
ら
帰
邸
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
土
御
門

邸
に
移
御
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
詮
子
居
住
で
東
三
条
邸
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
本
院
の
こ
と
と
な
り
、
南
院
は

存
続
し
て
い
た
（
後
述
）
。
そ
し
て
、
『
日
本
紀
略
』
は
誤
認
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

東
三
条
邸
本
院
が
、
長
保
二
年
末
に
焼
亡
し
た
と
『
権
記
』
で
解
釈
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
状
況
証
拠
と
も
な
る
よ
う
な
点
が
三
点
ほ
ど

指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

一
つ
は
、
詮
子
が
こ
れ
以
降
亡
く
な
る
ま
で
束
三
条
邸
に
滞
在
し
た
記
録
が
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目

は
、
詮
子
の
「
一
二
条
院
」
滞
在
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
惟
仲
の
三
条
第
で
、
御
所
使
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

惟
仲
邸
は
焼
亡
な
ど
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
一
点
目
は
、
詮
子
関
係
以
外
で
も
、
束
三
条
邸
は
南
院
し
か
記
録
類
に
表
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
本
院
の
こ
と
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
、
改
め
て
東
三
条
邸
本
院
の
長
保
二
年
末
焼
亡
説
を
提
示
し
、
一
一
一
条
院
御
所
の
存
在
を
指
摘
し
て
み

た
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
三
点
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
「
東
三
条
院
し
は
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
引
用
部
以
外
で
は
、

邸
第
名
を
「
東
三
条
邸
」
、
詮
子
の
こ
と
は
「
詮
子
」
の
ま
ま
使
用
す
る
。

詮
子
の
移
動
と
三
条
院

詮
子
の
居
所
は
、
長
保
二
年
末
の
火
災
で
惟
仲
三
条
第
か
ら
土
御
門
邸
に
移
っ
た
あ
と
、

院
・
土
御
門
邸
（
四
十
の
賀
）
・
三
条
院
・
東
院
（
触
械
）
・
土
御
門
邸
・
法
興
院
・
一
二
条
院
と
年
時
を
追
っ
て
居
所
が
確
認
で
き
、
最
期
は
長

一
条
院
・
二
一
条
院
・
士
御
門
邸
（
方
違
）
・
二
一
条

保
三
年
間
一
二
月
二
二
日
、
行
成
三
条
家
で
あ
っ
た
。
三
条
院
滞
在
が
目
に
つ
く
よ
う
に
、
そ
こ
を
詮
子
は
常
御
所
と
し
た
の
で
あ
り
、
東
一
二

条
邸
滞
在
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
三
条
院
は
、
東
三
条
邸
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
東
三
条
邸
本
院
滞
在
の
記
録
が
見
出
せ
な
い
理
由
は
、
焼

亡
し
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
右
に
示
し
た
詮
子
の
移
動
の
次
第
を
確
認
し
て
い
き

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所



四

た
い
。
『
権
記
』
が
史
料
と
な
り
、
東
二
一
条
院
別
当
で
も
あ
っ
た
行
成
の
記
録
な
の
で
、
信
憲
性
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
の

ωは
長
保

二
年
、
間
以
降
は
三
年
に
な
る
。

参
一
条
院
、
此
夜
白
土
御
門
相
府
遷
御
也
、
（
一
二
月
二
三
日
）

詣
左
府
、
被
定
東
三
条
院
遷
御
三
条
宮
雑
事
、
〔
来
月
十
日
］
（
正
月
二
二
日
）

o
d
 

qo ωは
、
詮
子
が
緊
急
避
難
し
て
い
た
土
御
門
邸
か
ら
一
条
院
に
遷
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
土
御
門
邸
は
道
長
の
本
邸
で
あ
り
、
正
妻
倫
子
や

子
ど
も
た
ち
も
い
る
の
で
長
く
滞
在
で
き
る
邸
第
で
は
な
い
。

亦
参
院
、
今
夜
遷
御
三
条
院
、
（
二
月
一

O
日）

一
条
院
は
長
保
元
年
六
月
一
四
日
の
内
裏
焼
亡
で
里
内
裏
と
な
っ
た
よ
う
に
、

後
院
用
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

ωに
あ
る
よ
う
に
早
々
に
「
一
二
条
宮
」
遷
御
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
「
被
定
：
・
雑
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
一
時
的
な
仮
寓
を
定
め
た
の
で
は
な
く
、
詮
子
の
常
御
所
と
す
る
「
雑
事
」
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う

o
m
「
三
条
宮
」
は
、

一
か
月
後
に
こ
の
三
条
院
に
遷
御
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
二
月
三
日
条
に
「
殿
下
参
給
三

聞
の
コ
ニ
条
院
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

条
宮
」
と
あ
り
、
道
長
の
下
見
が
あ
っ
て
の
遷
御
で
あ
っ
た
。

凶
参
院
、
院
此
夕
御
左
府
、
違
方
忌
也
、
候
宿
、
（
三
月
二
三
日
）

間
早
朝
院
還
御
、
（
三
月
二
四
日
）

［左］

附
即
参
院
、
今
夜
渡
御
右
大
臣
土
御
門
第
、
（
一

O
月
八
日
）

円

I

次
供
奉
院
還
御
三
条
院
、
（
一

O
月
一

O
日）

詮
子
は
、
凶
間
に
あ
る
よ
う
に
、
方
違
で
土
御
門
邸
を
使
用
す
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
還
御
し
て
い
る
。
還
御
先
は
、
問
か
ら
も
類
推
で
き
る

よ
う
に
、
三
条
院
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
附
ま
で
の
半
年
余
り
移
動
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
三
条
院
に
常
住
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
間
、
『
権
記
』
九
月
六
日
条
に
「
余
知
一
克
為
別
当
」
と
あ
っ
て
、
行
成
は
引
き
続
き
東
三
条
院
別
当
と
な
っ
て
お
り
、
詮
子

が
還
御
し
て
い
れ
ば
、
必
ず
記
録
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
成
の
「
参
院
」
の
み
で
あ
り
、
「
参
花
山



院
」
な
ど
と
使
い
分
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
詮
子
の
御
用
の
た
め
、
三
一
条
院
に
参
上
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
詮
子
は
、
こ
の
九
月
一
四
日

か
ら
法
華
八
講
を
四
日
間
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
一
二
条
院
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

削
で
土
御
門
邸
に
「
渡
御
（
遷
御
ご
し
て
い
る
の
は
、
一
条
帝
行
幸
を
倹
っ
て
四
十
の
賀
が
挙
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
賀
の
場
と
し
て

相
応
し
い
の
は
、
東
三
条
邸
本
院
に
な
る
が
、
土
御
門
邸
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
も
、
東
三
条
邸
本
院
が
焼
亡
し
て
い
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
賀
の
翌
日
に
は
、
詮
子
は
間
に
あ
る
よ
う
に
三
条
院
に
還
御
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
詮
子
は
、

一
O
月
二
七
日
に
は
石
山
詣
を

し
て
い
る
が
、
居
所
と
は
関
係
な
い
記
事
な
の
で
省
略
し
た
い
。

(9) (8) 

今
夜
院
俄
御
東
院
、
何
触
械
、
（
一
一
月
二
日
）

此
タ
参
院
、
今
夜
御
左
大
臣
土
御
門
第
、
（
一
二
月
一
一
一
一
日
）

n
H
U
 

l
 

引
H
Ml
 

院
御
法
興
院
常
行
堂
、
自
寅
魁
被
始
不
断
念
仏
、
（
一
二
月
一
四
日
）

参
院
御
念
仏
、
・
：
了
還
御
院
、
（
一
二
月
一
六
日
）

詮
子
は
附
で
東
院
に
遷
御
し
て
い
る
が
、
触
械
の
た
め
で
あ
り
、
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
す
ぐ
に
三
条
院
に
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

聞
で
土
御
門
邸
に
遷
御
し
た
の
は
、
翌
日
か
ら
の
父
兼
家
創
建
の
法
興
院
不
断
念
仏
に
備
え
る
た
め
で
あ
り
、
法
興
院
で
二
泊
し
た
あ
と
は
、

聞
に
あ
る
よ
う
に
三
条
院
に
還
御
し
て
い
る
。
こ
の
「
了
還
御
院
」
の
「
院
」
は
三
条
院
を
指
す
こ
と
、
間
違
い
あ
る
ま
い
。
詮
子
の
移
動
は
、

三
条
院
が
常
御
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詮
子
は
六
月
ご
ろ
か
ら
体
調
を
崩
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
き
て
死
の
病
と
な
っ
て
い
る
。
閏
一
二
月
九
日
条
で
「
御
悩
」
が
記
さ
れ
て
以
降
、

行
成
は
連
日
「
参
院
」
す
る
か
「
候
宿
」
し
て
い
る
。
三
条
院
に
常
に
伺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日2)

参
院
、
立
春
、
正
月
節
、
明
日
可
行
幸
三
条
院
事
、
右
将
軍
被
奉
行
云
々
、
（
閏
一
二
月
一
五
日
）

(13) 

早
朝
参
院
、
可
有
行
幸
也
、
参
内
、
午
副
行
幸
、
依
少
納
言
遅
参
、
以
左
近
少
将
重
罪
為
代
官
鈴
奏
、
自
大
宮
於
三
条
東
行
、
白
高
倉

小
路
南
行
、
今
日
不
設
饗
禄
、
但
公
卿
御
料
湯
仰
厨
家
令
設
、
然
市
不
召
、
行
幸
之
後
、
左
大
臣
被
仰
三
条
家
院
可
渡
御
者
、
旧
例
円
l
〕

女
院
詮
子
の
束
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

五



一」

ノ＼

移
光
安
朝
臣
家
、
入
夜
参
院
、
無
御
渡
、
問
亦
帰
、
司
回
圏
外
帥
叙
正
三
位
云
々
、
今
日
還
御
後
、
院
剃
御
髪
為
僧
、
以
法
橋
覚
運
為

戒
師
、
（
閏
一
二
月
一
六
日
）

(14) 

参
院
、
亦
可
渡
御
云
々
、
亦
依
晴
明
・
光
栄
・
奉
平
等
占
申
、
不
可
御
云
々
、
（
閏
一
二
月
一
七
日
）

(15) 

夜
半
時
還
御
三
一
条
、
（
閏
一
二
月
一
八
日
）

）
 

ρ
h
n
v
 

l
 
（
 
暁
更
参
院
、
：
・
、
（
閏
一
二
月
二

O
日）

(18）仰）

早
朝
参
院
、
・
：
、
酉
剖
崩
給
、
思
歎
無
極
、
御
事
情
、
深
更
罷
出
、
（
閏
一
二
月
二
二
日
）

辰
剖
兵
部
大
輔
兼
隆
懸
御
骨
御
頭
、
向
宇
治
山
、
僧
正
明
豪
相
従
、
左
大
臣
以
下
院
司
・
女
房
等
相
共
帰
本
宮
、
（
閏
一
二
月
二
五
日
）

詮
子
最
期
に
至
る
一
連
の
記
事
で
あ
る
。
回
日
仙
の
「
参
院
」
は
、
行
成
が
三
一
条
院
に
参
る
こ
と
で
あ
り
、
聞
に
は
母
詮
子
の
病
状
を
案
じ

た
一
条
帝
の
三
条
院
行
幸
も
記
さ
れ
て
い
る
。

行
幸
の
次
第
が
記
さ
れ
る
聞
は
、

三
条
院
の
場
所
を
暗
示
さ
せ
て
重
要
で
あ
り
、
東
三
条
邸
で
は
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
行
幸
は
、

「
自
大
宮
於
三
条
東
行
、
自
高
倉
小
路
南
行
」
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
て
三
条
院
に
到
着
し
て
い
る
。
大
宮
大
路
を
南
下
し
て
三
条
大
路
を
東

に
折
れ
、
高
倉
小
路
を
さ
ら
に
南
下
し
た
の
で
あ
る
。
四
条
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
三
条
院
の
名
称
か
ら
三
条
大
路
に
面
し
た
南
側
と
な
り
、

条
坊
か
ら
言
え
ば
、
左
京
四
条
四
坊
八
町
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
東
三
条
邸
は
、
左
京
三
一
条
三
坊
一
・
二
町
に
な
る
の
で
明
ら
か
に
別
の

邸
第
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
枕
草
子
』
の
ゴ
ニ
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
の
平
惟
仲
の
弟
生
日
目
邸
で
も
な
く
、
一
一
一
条
天
皇
の
左
京
三
条
一
二

坊
十
五
町
の
三
条
院
や
、
『
拾
芥
抄
』
中
の
「
三
条
堀
川
、
廉
義
公
宅
」
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
条
帝
還
御
の
後
、
「
院
剃
御
髪
為
僧
」
と
い
う
よ
う
に
、
完
全
剃
髪
で
男
の
僧
侶
と
同
じ
に
な
り
、
「
変
生
男
子
」
し
た
か
の
よ

う
に
し
て
極
楽
往
生
を
念
じ
て
い
る
。
死
の
病
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
『
日
本
紀
略
』
で
は
、
「
天
皇
行
幸
東
三
条
院
、
還
御
之

後
、
東
一
二
条
院
御
出
家
、
依
病
悩
危
急
也
し
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の
「
東
三
一
条
院
」
は
い
ず
れ
も
詮
子
を
指
し
て
い
る
。

行
成
は
、
一
条
帝
行
幸
後
の
こ
と
と
し
て
、
「
左
大
臣
被
仰
三
条
家
院
可
渡
御
者
、
何
例
円

U
移
光
す
朝
臣
家
」
と
記
し
て
い
る
o

こ
れ
は

詮
子
は
、



道
長
か
ら
行
成
の
三
条
家
に
詮
子
を
移
す
の
が
よ
い
と
言
わ
れ
て
、
行
成
自
身
が
「
光
戸
朝
臣
家
」
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
詮

子
の
た
め
に
は
三
条
院
の
場
所
は
不
適
当
と
の
占
申
が
あ
っ
て
、
別
当
行
成
の
三
条
家
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
に
詮

子
の
「
御
渡
」
は
な
く
、

ωの
翌
日
も
「
不
可
御
云
々
」
と
あ
り
、
渡
御
す
べ
き
で
な
い
と
の
陰
陽
師
の
占
申
で
実
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
や
っ

と
叩
の
翌
々
日
に
な
っ
て
、
「
還
御
三
条
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
還
御
」
は
や
や
不
適
切
で
「
遷
御
」
か
「
移
御
」
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、

行
成
の
三
条
家
に
移
御
し
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
問
問
の
「
参
院
」
は
、
詮
子
の
も
と
に
参
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

実
際
に
は
「
光
安
朝
臣
家
」
か
ら
自
邸
三
条
家
に
赴
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
詮
子
は
行
成
邸
で
死
去
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
日
本
紀
略
』

に
「
東
三
条
院
崩
千
行
成
卿
第
」
、
『
扶
桑
略
記
』
に
「
東
三
条
院
於
右
大
弁
藤
原
行
成
第
崩
」
と
あ
る
の
と
整
合
し
よ
う
。
詮
子
最
期
は
、
東

三
条
邸
で
も
三
条
院
で
も
な
く
、
行
成
の
三
条
家
で
あ
っ
た
。

闘
に
、
野
辺
送
り
が
済
ん
だ
後
、
「
左
大
臣
以
下
院
司
・
女
房
等
相
共
帰
本
宮
」
と
あ
る
「
本
宮
」
は
三
条
院
で
、

そ
こ
に
帰
っ
た
こ
と
を

意
味
し
よ
う
。
詮
子
は
お
骨
と
な
っ
て
宇
治
（
木
幡
）
に
行
き
、
蔑
さ
れ
た
人
々
は
、
御
所
で
あ
っ
た
三
条
院
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
詮
子
の
移
動
を
た
ど
っ
て
み
た
。
こ
の
移
動
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
長
保
二
年
（
一

0
0
0）
一
二
月
一
五
日
の
火
災
は
、
惟
仲

条
第
で
は
な
く
、
東
三
条
邸
本
院
で
あ
り
、

そ
れ
以
後
の
詮
子
の
御
所
は
三
条
院
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
、
『
栄
花
物

語
』
の
詮
子
移
動
に
関
す
る
記
述
を
確
認
し
な
が
ら
、
三
条
院
は
平
惟
仲
三
条
第
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
き
た
い
。

『
栄
花
物
語
』

の
詮
子
の
移
動
と
平
惟
仲
三
条
第

詮
子
の
移
動
に
か
か
わ
る
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
、
死
去
す
る
長
保
三
年
に
絞
り
、
『
権
記
』
と
の
整
合
性
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま

ず
、
詮
子
が
皇
后
定
子
の
遺
児
と
な
っ
た
蟻
子
内
親
王
を
養
女
に
迎
え
た
と
す
る
段
で
あ
る
。
定
子
は
、
東
三
条
邸
本
院
が
焼
亡
し
た
一
二
月

一
五
日
に
出
産
し
、

そ
の
翌
日
に
死
去
し
て
い
た
。

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

七



八

御
忌
の
ほ
ど
も
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
院
（
詮
子
）
に
は
、
今
日
明
日
今
宮
（
蝶
子
内
親
王
）
迎
へ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
二
一
条
院
に
出
で
さ
せ

た
ま
ふ
。
事
ど
も
果
て
な
ば
、
姫
宮
（
倫
子
内
親
王
）
、

一
の
宮
（
敦
康
親
王
）
な
ど
は
内
裏
に
お
は
し
ま
さ
せ
ん
と
思
し
た
れ
ど
、
帥

殿
（
伊
周
）
な
ど
は
た
は
や
す
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ま
じ
け
れ
ば
、

そ
れ
を
ぞ
内
に
も
心
苦
し
く
思
し
め
さ
れ
け
る
。
女
院
に
は
、

吉
田
し
て
若
宮
（
蟻
子
内
親
王
）
迎
へ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
帥
殿
、
中
納
言
殿
（
隆
家
）
な
ど
御
送
り
に
と
思
し
め
せ
ど
、
ま
だ
忌

の
う
ち
な
る
う
ち
に
も
、
よ
ろ
づ
い
ま
い
ま
し
う
つ
つ
ま
し
う
思
さ
る
る
ほ
ど
に
、
御
迎
へ
に
藤
三
位
（
繁
子
）
、
さ
る
べ
き
女
房
な
ど
、

院
の
殿
上
人
あ
ま
た
し
て
御
迎
へ
に
参
れ
ば
、
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
宮
の
御
方
に
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
尽
き
ず
思

さ
る
べ
し
。
率
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
院
待
ち
迎
へ
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
生
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
三
十
余
日
に
な
ら

せ
た
ま
へ
れ
ど
、

い
と
・
つ
つ
く
し
う
ふ
く
よ
か
に
お
は
し
ま
し
て
、
か
き
抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
よ
り
、

い
と
’
つ
つ
く
し
げ
に
思
ひ

き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
。
（
鳥
辺
野
巻
・
三
三
二

1
三一頁）

長
保
三
年
が
明
け
て
の
記
事
で
あ
る
。
詮
子
の
居
所
は
、
「
三
条
院
に
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
前
節
で
み
た
間
二
月
一

O
日

条
の
「
今
夜
遷
御
三
条
院
」
と
整
合
し
て
い
る
。
二
一
条
院
で
何
の
問
題
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
を
『
栄
花
物
語
』
研
究
で
は
、
文

字
通
り
に
解
し
て
は
い
な
い
。
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
は
「
東
三
一
条
院
の
こ
と
。
こ
の
巻
で
は
一
二
か
所
に
東
三
条
院
を
三
条
院
と
称
し
て
い
る

が
、
次
に
引
く
『
権
記
』
も
「
一
二
条
宮
」
「
二
一
条
院
」
と
い
っ
て
い
る
」
と
し
て
当
該
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

本
で
も
、
「
東
三
条
院
。
二
月
十
日
の
こ
と
」
と
し
て
、
同
じ
く
『
権
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
二
一
条
院
は
、
束
三
条

邸
と
は
別
で
あ
り
、
同
じ
と
判
断
し
て
い
た
『
栄
花
物
語
』
の
注
釈
は
、
見
直
し
が
必
要
と
な
ろ
う
。

右
の
段
は
、
詮
子
が
孫
の
蟻
子
内
親
王
を
養
女
と
し
て
「
迎
へ
」
た
次
第
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
で
扱
っ
た

の
で
参
照
願
う
と
し
て
、
簡
単
に
触
れ
た
い
。
養
女
迎
え
は
儀
式
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
御
迎
へ
に
藤
三
位
、
さ
る
べ
き
女
房
な
ど
、

院
の
殿
上
人
あ
ま
た
し
て
御
迎
へ
に
参
れ
ば
、
渡
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
に
当
た
る
。
『
権
記
』
に
は
、
何
の
記
載
も
な
い
が
、

あ
り
得
た
養
女
迎
え
の
儀
式
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
詮
子
の
女
房
と
し
て
、
藤
三
位
繁
子
の
名
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て



お
き
た
い
。

右
に
続
い
て
詮
子
の
移
動
が
語
ら
れ
る
の
は
、
蟻
子
内
親
王
を
伴
つ
て
の
参
内
で
あ
る
。
こ
れ
は
史
実
で
確
認
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
石
山
詣
が
あ
り
、
帰
京
し
て
す
ぐ
に
法
華
八
講
を
行
っ
た
と
さ
れ
、
四
十
の
賀
と
な
っ
て
い
る
。
『
権
記
』
で
は
、
「
八
講
（
九
月
一
四

日
）
↓
四
十
の
賀
（
一

O
月
九
日
）
↓
石
山
詣
（
一

O
月
二
七
日
）
」
と
あ
っ
た
の
で
、
石
山
詣
が
先
に
な
っ
て
お
り
、
『
栄
花
物
語
』
の
誤
解
が

あ
ろ
う
。
八
講
の
場
に
関
す
る
語
り
は
な
い
が
、
四
十
の
賀
が
土
御
門
邸
で
催
行
さ
れ
、
翌
日
還
御
し
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
く
て
十
月
に
御
賀
あ
り
。
土
御
門
殿
に
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
行
幸
な
ど
あ
り
、
い
と
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
・
：
。

神
無
月
の
日
も
は
か
な
く
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
み
な
事
ど
も
果
て
て
、
院
は
三
条
院
に
、
ま
た
の
日
ぞ
帰
ら
せ
た
ま
ふ
。
（
鳥
辺
野
巻
・
三
四

一
1
三
頁
）

詮
子
が
土
御
門
邸
に
渡
り
、
二
一
条
院
に
還
御
し
た
こ
と
は
、
『
権
記
』
の
通
り
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
は
、
東
三
条
邸
が
詮
子
の
居
所
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
趣
で
あ
る
。

続
い
て
、
こ
れ
も
史
実
で
確
認
で
き
な
い
、
霜
月
に
な
っ
て
の
再
度
の
参
内
が
語
ら
れ
、
晦
日
に
退
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内

裏
は
一
一
月
一
八
日
に
焼
亡
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
内
容
と
な
る
。
ま
た
、

一
条
院
内
裏
に
参
内
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
い
。

師
走
に
な
っ
て
、
詮
子
の
病
状
悪
化
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
最
期
を
見
通
し
た
運
び
と
な
ろ
う
。
詮
子
の
病
は
、
物
の
怪
の
た
め
と
さ

れ
、
転
地
が
計
ら
れ
て
い
る
。

御
物
の
怪
を
四
、
五
人
に
駆
り
移
し
つ
つ
、
お
の
お
の
僧
ど
も
の
の
し
り
あ
へ
る
に
、
こ
の
三
条
院
の
隅
の
神
の
崇
り
と
い
ふ
こ
と
さ
へ

出
で
来
て
、

そ
の
け
し
き
い
み
じ
う
あ
や
に
く
げ
な
り
。
「
恐
ろ
し
き
山
に
は
」
と
言
ふ
ら
ん
や
う
に
、

い
と
ど
し
き
に
、
か
か
る
こ
と

さ
へ
あ
れ
ば
、
所
を
替
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
い
ふ
こ
と
出
で
来
て
、
御
占
に
も
あ
ふ
所
は
、
惟
仲
の
帥
中
納
言
の
知
る
所
に
渡

ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
に
御
定
め
あ
り
。
や
が
て
そ
の
日
行
幸
あ
る
べ
し
。
（
烏
辺
野
巻
・
三
四
七
頁
）

物
の
怪
は
、
「
こ
の
三
条
院
の
隅
の
神
の
崇
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
を
、

三
条
院
は
東
三
条
邸
と
同
じ
に
解
す
る
『
全
注
釈
』
や

女
院
詮
子
の
東
コ
一
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

九



。

『
新
全
集
』
は
、
角
振
神
と
隼
神
と
断
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
名
も
な
い
「
隅
の
神
」
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
両
神
は
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）
一

O
月
一
四
日
の
一
条
帝
の
東
三
条
邸
行
幸
に
際
し
て
、
従
四
位
下
が
贈
ら
れ
て
お
り
、
詮
子
に
崇
り
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
詮
子
の
居
所
は

三
条
院
と
さ
れ
る
の
で
、
東
三
条
邸
の
角
振
神
と
隼
神
を
持
ち
出
す
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
屋
敷
の
隅
に
潜
む
神
と
す
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

崇
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
御
占
の
結
果
、
「
惟
仲
の
帥
中
納
言
の
知
る
所
」

へ
の
転
地
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
惟
仲
は
、
こ
の

正
月
二
四
日
に
大
宰
権
帥
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
「
帥
中
納
言
」
で
あ
り
、
「
知
る
所
」
は
そ
の
邸
宅
の
鵬
化
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
き
て
、

平
惟
仲
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
と
思
わ
れ
る
。
長
保
二
年
末
の
火
災
の
時
に
詮
子
が
方
違
で
滞
在
し
て
い
た

の
が
、
『
権
記
』
に
「
平
中
納
言
三
条
第
」
と
さ
れ
た
惟
仲
邸
で
あ
っ
た
。
『
新
全
集
』
は
、
「
惟
仲
邸
に
遷
御
の
こ
と
は
、

そ
の
予
定
も
含
め

て
他
書
に
み
え
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
確
な
物
言
い
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
惟
仲
邸
と
詮
子
の
因
縁
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

平
惟
仲
（
九
四
四

i
一
O
O五
）
は
、
文
章
生
出
身
で
弁
官
に
な
り
、
詮
子
や
道
長
の
叔
母
で
、

一
条
帝
乳
母
の
藤
三
位
繁
子
の
夫
で
も
あ
っ

た
の
で
、
中
納
言
に
昇
り
つ
め
た
異
色
の
官
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
は
兼
家
が
抜
擢
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

帝
も
（
兼
家
六
十
算
賀
の
た
め
に
）
行
幸
せ
さ
せ
た
ま
ひ
、
東
宮
も
お
は
し
ま
し
て
、
殿
の
家
司
ど
も
み
な
よ
ろ
こ
び
し
た
る
な
か
に

も
、
有
国
、
惟
仲
を
大
殿
い
み
じ
き
も
の
に
思
し
め
し
た
り
。
有
国
は
左
中
弁
、
惟
仲
は
右
中
弁
に
て
、
世
の
お
ぼ
え
、
才
な
ど
も
、
人

よ
り
こ
と
な
る
人
々
に
て
、
お
の
お
の
こ
の
た
び
も
加
階
し
て
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
（
様
々
の
喜
び
巻
・
一
五
九
頁
）

か
か
る
ほ
ど
に
、
も
と
よ
り
心
寄
せ
、
思
し
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
り
け
れ
ば
、
有
国
は
、
粟
田
殿
の
御
方
に
し
ば
し
ば
参
り
な
ど
し
け

れ
ば
、
摂
政
殿
（
道
隆
）
、
心
よ
か
ら
ぬ
さ
ま
に
思
し
の
た
ま
は
せ
け
り
。
さ
る
は
入
道
殿
（
兼
家
）
の
、
有
国
、
惟
仲
を
ば
左
右
の
御

ま
な
こ
と
仰
せ
ら
れ
け
る
を
、
き
め
ら
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
に
や
と
、
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
（
様
々
の
喜
び
巻
・
一
七
四
頁
）

兼
家
は
、
有
国
と
と
も
に
惟
仲
を
家
司
に
し
て
お
り
、
惟
仲
の
こ
と
は
、
『
公
卿
補
任
』
正
暦
三
年
条
に
「
同
（
永
延
元
年
）
十
月
十
四
日

正
五
上
［
此
日
行
幸
摂
政
第
。
家
司
預
此
賞
］
」
と
あ
る
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
る
。
兼
家
は
有
国
と
と
も
に
「
左
右
の
御
ま
な
こ
」
と
信
頼
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
出
世
の
基
礎
は
、
兼
家
の
采
配
な
の
で
あ
っ
た
。



こ
う
し
た
縁
が
あ
っ
た
の
で
、
詮
子
は
亡
き
父
の
家
司
宅
に
な
る
惟
仲
三
条
第
に
方
違
し
た
こ
と
に
な
る
。
惟
仲
の
妻
繁
子
が
詮
子
の
女
房

で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
史
実
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
定
子
の
倫
子
内
親
王
出
産
も
詮
子
の
勧
め
で
惟
仲

三
条
第
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
帥
殿
（
伊
周
）

の
御
下
り
の
後
、
（
二
条
宮
が
）
ほ
ど
な
く
焼
け
に
し
か
ば
、
こ
の
御
子
な
ど
も
生
れ
た
ま
ふ
べ
か
り
し
か
ば
、
平

中
納
言
惟
仲
が
知
る
所
あ
り
け
り
、
そ
れ
に
ぞ
、
女
院
（
詮
子
）
な
ど
仰
せ
ら
れ
て
住
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。
（
浦
々
の
別
巻
・
二
七
二
頁
）

こ
の
記
述
を
信
じ
れ
は
、
詮
子
と
惟
仲
三
条
第
と
の
因
縁
は
、
右
の
年
時
の
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
ま
で
遡
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
条
宮
焼

亡
後
に
定
子
が
移
っ
た
の
は
高
階
明
順
邸
だ
が
、
『
新
全
集
』
が
「
明
順
邸
か
ら
そ
の
後
、
惟
仲
邸
に
移
っ
た
か
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
惟

仲
は
定
子
の
中
宮
大
夫
を
兼
帯
し
て
い
た
の
で
（
長
保
元
年
七
月
八
日
辞
す
）
、
あ
り
得
た
事
態
で
あ
ろ
う
。
『
栄
花
物
語
』
で
惟
仲
邸
が
、
詮

子
の
転
地
先
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
す
る
の
は
、

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
詮
子
と
惟
仲
は
、
主
従
関
係
に
近
い
の
で
あ
る
。

事
実
の
問
題
と
し
て
は
、
詮
子
最
期
の
転
地
先
は
行
成
の
三
条
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
惟
仲
邸
と
し
て
い
る
。
こ
こ

は
事
実
誤
認
や
虚
構
と
し
て
片
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
三
条
院
が
惟
仲
三
条
第
で
は
な
か
っ
た
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
東
三
条
邸
本
院
が
焼
亡
し
た
あ
と
、
惟
仲
が
進
ん
で
自
邸
を
詮
子
の
御
所
と
し
て
提
供
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
大
宰
権

帥
と
し
て
赴
任
す
る
予
定
が
立
っ
て
い
た
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
三
条
院
の
位
置
は
、
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
三
条
大
路
に
面
し
た
四

条
に
求
め
ら
れ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

一
町
屋
の
規
模
を
持
つ
邸
第
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
御
所
と
し
て
申
し
分
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
が
詮
子
の
転
地
先
と
し
て
惟
仲
邸
に
言
い
及
ん
だ
の
は
、
三
条
院
が
惟
仲
三
条
第
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
失
さ
れ
て
い
て
も
、

何
ら
か
の
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
誤
解
に
基
ず
つ
い
て
は
い
る
も
の
の
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
三
条
院
が

惟
仲
三
条
第
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
史
料
と
み
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
三
条
院
H
惟
仲
三
条
第
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
長
保
二
年
末
の
火
災
は
、
惟
仲
邸
で
は
な
く
な
る
。
「
東
三
条

院
焼
亡
」
は
、
東
三
条
邸
焼
亡
で
あ
っ
た
こ
と
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
三
条
院
が
詮
子
の
御
所
で
あ
っ

女
院
詮
子
の
東
＝
一
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所



た
こ
と
も
明
確
と
な
ろ
う
。
火
災
以
後
に
、
詮
子
は
束
三
条
邸
に
住
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
は
、
先
の
引
用
部
の
後
、
詮
子
と
蝶
子
内
親
王
の
「
親
子
の
情
愛
」
を
語
っ
た
あ
と
、

一
条
帝
行
幸
に
及
ん
で
い
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、

つ
ご
も
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
世
の
中
も
の
騒
が
し
う
営
む
こ
ろ
な
る
に
、
か
う
お
こ
た
ら
せ
た
ま
は
ぬ
を
、

や
す
き
空

な
く
公
私
御
嘆
き
な
り
。
か
く
て
行
幸
あ
り
。
今
日
と
聞
こ
し
め
し
て
、

い
つ
し
か
と
待
ち
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
午
の
時
ば
か

り
に
ぞ
行
幸
あ
る
。
（
鳥
辺
野
巻
・
二
一
四
八
頁
）

行
幸
の
日
が
「
つ
ご
も
り
」
と
す
る
の
は
、
実
際
は
二
ハ
日
で
あ
っ
た
の
と
相
違
す
る
が
、
「
午
の
時
ば
か
り
」
は
、
『
権
記
』
の
「
午
剖
行

幸
」
と
整
合
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
後
に
、
「
や
が
て
今
宵
ほ
か
へ
渡
ら
せ
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
」
（
三
五

O
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
惟
仲
邸

へ
の
遷
御
と
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
詮
子
が
行
成
邸
に
移
っ
た
の
は
行
幸
二
日
後
な
の
で
、
こ
れ
も
誤
認
と
な
る
。
そ
し
て
、
遷
御
の
様

子
が
語
ら
れ
た
後
、
「
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
二
二
．
日
あ
り
て
、
遂
に
む
な
し
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
（
三
五
三
頁
）
と
、
惟
仲
邸
で
の
詮
子
の
最
期

が
記
さ
れ
る
次
第
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
『
栄
花
物
語
』
の
詮
子
の
移
動
の
様
子
を
『
権
記
』
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
簡
単
に
確
認
し
た
。
こ
こ
で
示
唆
的
で
あ
っ
た
の
は
、
平

惟
仲
邸
へ
の
言
及
で
あ
り
、
二
一
条
院
H
惟
仲
コ
一
条
第
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四

長
保
二
年
末
以
後
の
束
三
条
邸
と
行
成
の
「
参
院
」

最
晩
年
の
詮
子
が
束
三
条
邸
を
使
用
し
た
事
例
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
邸
第
と
し
て
の
「
東
三
条
院
」
の
こ
と
は
史
実
に
表
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
長
保
二
年
末
以
降
、
寛
弘
二
年
の
道
長
移
徒
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
東
三
条
邸
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
こ
の
間
の
東
三
条
邸
は
す
べ
て
南
院
の
事
例
で
あ
り
、
本
院
の
こ
と
は
皆
無
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
も
、

長
保
二
年
末
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
で
あ
る
。



最
初
は
、
詮
子
生
前
に
一
例
だ
け
認
め
ら
れ
る
東
三
条
邸
の
こ
と
で
あ
る
。

参
職
、
成
剖
行
幸
一
条
院
、
右
衛
門
督
（
斉
信
）
・
弼
宰
相
（
有
国
）
・
余
被
差
分
、
中
宮
行
啓
、

一
宮
（
敦
康
親
王
）
同
入
御
、
次
供
奉

東
宮
、
御
東
三
条
宮
、
帰
家
、
（
『
権
記
』
長
保
三
年
二
月
二
二
日
）

一
一
月
一
八
日
の
内
裏
焼
亡
で
、

一
条
帝
た
ち
は
職
御
曹
司
に
緊
急
避
難
し
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
御
所
に
行
幸
啓
す
る
次
第

で
あ
る
。

一
条
帝
は
一
条
院
に
、
続
い
て
中
宮
彰
子
と
敦
康
親
王
も
同
院
に
入
り
、
東
宮
居
貞
親
王
は
東
三
条
邸
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
こ
の

東
一
二
条
邸
は
南
院
の
こ
と
で
あ
り
、
長
保
一
冗
年
（
九
九
九
）
六
月
一
四
日
の
内
裏
焼
亡
後
も
、
東
宮
御
所
と
し
て
南
院
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
役
割
を
南
院
は
保
持
し
て
い
た
の
で
、
詮
子
が
使
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
東
宮
関
係
で
東
三

条
邸
が
言
わ
れ
る
時
、
南
院
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
と
な
る
。

今
夜
皇
太
子
白
東
三
条
院
、
遷
御
大
夫
道
綱
卿
大
炊
御
門
第
、
（
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
八
月
一
四
日
）

東
宮
が
道
綱
邸
に
遷
御
す
る
記
事
で
あ
る
。
「
東
三
条
院
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
場
合
は
、
南
院
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

臨
昏
為
文
朝
臣
来
告
、
淑
景
舎
君
（
原
子
）
於
東
三
条
東
対
御
曹
司
頓
滅
一
五
々
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
八
月
三
日
）

道
隆
女
原
子
の
「
東
三
条
東
対
」
で
の
急
死
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
本
院
で
は
な
く
、
南
院
に
な
る
。
そ
れ
は
、
院
政
期
と
は
違
っ
て

こ
の
時
の
本
院
に
は
西
の
対
し
か
な
か
っ
た
と
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
東
対
」
と
あ
れ
ば
、
南
院
の
こ
と
に
な
る
。
東
宮
居
貞
親
王
と
原

子
は
南
院
で
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
の
東
宮
の
道
綱
邸
遷
御
の
理
由
と
し
て
、
「
本
朝
世
紀
』
は
原
子
の
頓
滅
に
畏
怖
し
た
か
ら
と
す

る
説
を
記
し
て
お
り
、
同
居
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
あ
り
得
る
想
定
と
な
ろ
う
。

次
向
束
三
条
第
、
有
口
明
日
可
参
者
、
（
『
権
記
」
長
保
五
年
二
月
二
六
日
）

詣
左
府
、
有
作
文
事
、
（
『
権
記
」
長
保
五
年

一
月
二
七
日
）

後
者
か
ら
前
者
の
欠
字
は
「
作
文
」
と
な
ろ
う
。
東
三
条
邸
で
道
長
は
作
文
の
会
を
催
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
折
に
は
南
院
を
使
う
の
で
あ

る
。
内
裏
は
再
建
さ
れ
て
東
宮
は
東
一
二
条
邸
南
院
に
居
住
し
て
お
ら
ず
、
住
む
人
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
研
究
で
は
、

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所
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こ
の
長
保
五
年
の
段
階
で
南
院
に
敦
道
親
王
が
住
み
、

東
三
条
邸
南
院
で
な
い
と
す
る
の
が
私
見
で
あ
る
。

一
二
月
一
八
日
以
降
和
泉
式
部
が
同
居
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
敦
道
親
王
の
居
所
は

管
見
に
入
っ
た
用
例
は
、
以
上
の
他
に
「
参
東
三
条
院
、
御
念
仏
也
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
後
で
触
れ
た
い
。
長
保
二
年
末
以
後
の
束
三

条
邸
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
院
焼
亡
を
裏
付
け
、
南
院
は
東
宮
使
用
の
た
め
あ
ま
り
記
録
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
焼
亡
説
の
状
況
証
拠
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
用
例
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
こ
の
点
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
行
成
が
「
参
院
」
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

『
権
記
』
に
は
、
詮
子
死
後
も
た
び
た
び
「
参
院
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
院
」
が
東
三
条
邸
本
院
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
焼

亡
説
は
霧
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
用
例
を
こ
こ
で
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
三
条
院
に
参
上
し
た
こ
と
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
通
説
的
理
解
で
は
、
東
三
条
邸
と
す
る
の
が
普
通
と
な
っ
て
お
り
、
焼
亡
し
た
と
の
理
解
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

記
事
で
あ
る
。

参
院
、
於
院
西
対
、
法
橋
上
人
覚
運
伝
法
於
左
大
臣
、
・
：
（
『
権
記
』
長
保
四
年
一
月
四
日
）

こ
の
記
事
に
対
し
て
、
『
大
日
本
史
料
』
は
「
左
大
臣
道
長
等
、
東
三
条
院
－
一
於
テ
、
法
橋
覚
運
ヨ
リ
、
法
ヲ
受
ク
」
と
し
て
掲
出
し
て
い

る
。
こ
の
前
後
に
「
参
院
」
が
多
く
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
束
三
条
邸
へ
の
「
参
院
」
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
二
一
条

院
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
橋
覚
運
は
詮
子
剃
髪
の
戒
師
で
あ
っ
た
。

一
方
、
「
参
三
条
院
L

な
ど
と
あ
る
場
合
、
『
大
日
本
史
料
」
で
は
、
皇
太
后
宮
遵
子
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
「
参
院
」
と
あ
る
場
合
と
区
別

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
例
が
認
め
ら
れ
る
。

詣
左
府
、
詣
東
院
、
参
三
条
院
、
御
念
仏
也
、
左
大
臣
、
左
衛
門
督
（
公
圧
）
、
弾
正
大
田
（
有
国
）
、
修
理
大
夫
（
親
信
）
被
参
、
静

照
闇
梨
講
説
浬
般
市
経
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
二
月
一
五
日
）



詣
左
府
奉
謁
、
暫
被
参
内
、
依
有
可
参
会
於
＝
一
条
院
之
命
、
帰
家
之
後
又
参
、
御
念
仏
也
、
三
位
中
将
（
兼
隆
）
被
示
依
有
悩
気
不
参

給
由
、
有
左
府
之
御
消
息
、
御
念
仏
了
之
後
、
参
彼
殿
申
事
由
、
帰
家
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
四
月
一
五
日
）

『
大
日
本
史
料
』
は
、
い
ず
れ
も
「
皇
太
后
御
所
三
条
院
」
で
の
「
御
念
仏
」
な
の
で
あ
る
。
史
料
纂
集
本
は
、
後
者
に
の
み
「
東
三
条
院
」

と
し
て
お
り
、
「
於
」
に
下
接
し
て
い
る
の
で
邸
第
名
の
理
解
と
な
ろ
う
。
『
栄
花
物
語
』
の
注
釈
で
三
条
院
を
東
三
条
邸
と
解
し
た
の
と
同
じ

」
と
に
な
る
。

し
か
し
、
遵
子
の
御
所
は
、
四
条
宮
が
相
応
し
く
、
二
一
条
院
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
三
条
院
は
亡
き
詮
子
の
御
所
と
な

り
、
こ
の
二
例
か
ら
す
る
と
、
「
参
院
」
と
あ
る
多
く
の
箇
所
は
、
す
べ
て
三
条
院
参
上
の
意
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
別
当
行
成
は
、
後
始
末

や
法
事
の
た
め
に
誠
実
に
「
参
院
」
し
、
事
後
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
三
一
条
院
は
ま
だ
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
束
三
一
条
邸
は
不
在
で
あ
っ
た
の
で
、
「
東
三
条
院
」
は
詮
子
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

参
東
＝
一
条
院
、
御
念
仏
也
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
七
月
二
一

O
日）

参
院
、
御
念
仏
也
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
一
二
月
一
四
日
）

参
院
、
御
念
仏
了
、
僧
綱
以
下
有
禄
、
有
饗
、
タ
参
皇
太
后
御
仏
名
、
（
『
権
記
』
長
保
四
年
一
二
月
一
五
日
）

い
ず
れ
も
『
大
日
本
史
料
』
は
、
東
三
条
邸
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
例
目
は
詮
子
の
た
め
の
念
仏
に
参
上
し
た
意
で
あ
り
、
「
東

条
院
」
は
邸
第
名
で
は
な
か
ろ
う
。
場
所
は
＝
一
条
院
か
土
御
門
邸
か
に
な
る
が
、
前
者
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
例
目
の
「
参
院
」
は
三
条

院
に
参
会
し
た
意
で
あ
り
、
遵
子
の
こ
と
は
「
皇
太
后
」
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
念
仏
の
記
録
か
ら
、
先
の
二
月
と
四
月
の
念
仏
も
、
遵

子
で
は
な
く
詮
子
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
、
「
参
院
」
は
三
条
院
に
参
上
す
る
意
と
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

『
権
記
』
の
「
参
院
」
か
ら
も
、
三
条
院
の
存
在
が
浮
上
し
、
東
三
条
邸
本
院
の
不
在
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
長
保
二
年
末
の

火
災
は
、
惟
仲
邸
で
は
な
く
、
東
三
条
邸
本
院
で
あ
っ
た
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
っ
た
。

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

一五
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お
わ
り
に

東
三
条
邸
本
院
が
焼
亡
し
た
と
し
て
、
そ
の
後
す
ぐ
に
再
建
を
始
め
た
と
す
る
記
録
は
皆
無
で
あ
る
。
詮
子
の
た
め
に
あ
っ
た
本
院
に
替
っ

て
、
二
一
条
院
が
用
意
さ
れ
た
の
で
、
再
建
は
急
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

一
年
後
に
内
裏
が
焼
亡
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
内

裏
は
一
年
ほ
ど
の
寿
命
で
あ
っ
た
。
再
建
は
急
務
と
さ
れ
た
の
で
、
道
長
と
し
て
は
本
院
再
建
を
遠
慮
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
内
裏
新

そ
の
一
年
前
か
ら
道
長
は
枇
杷
第
の
造
作
を
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

二
年
後
の
寛
弘
元
年
正
月
ご
ろ

造
は
長
保
五
年
一

O
月
八
日
で
あ
り
、

か
ら
東
三
条
邸
造
作
を
開
始
し
た
よ
う
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
見
に
出
か
け
て
い
る
。
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
東
三
条
邸
造
作
は
、
本
院

曜
災
の
記
事
が
な
い
こ
と
で
造
替
と
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
あ
ら
見
て
き
た
よ
う
に
、
長
保
一
－
年
末
の
催
災
に
行
き
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

再
建
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
道
長
は
「
新
宅
儀
」
で
移
徒
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
姉
の
詮
子
の
た
め
で
は
な
く
、
后
が
ね
の
娘
た
ち

の
た
め
に
本
院
が
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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拙
稿
「
王
朝
日
記
文
学
と
東
三
条
院
南
院
・
冷
泉
院
御
在
所
南
院
敦
道
親
王
邸
へ
の
仮
説
」
（
秋
山
度
編
『
平
安
文
学
史
論
考
』
武
蔵
野
書
院
、

二
O
O九
・
一
二
）

大
田
静
六
「
寝
殿
造
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
・
二
）
の
第
三
章
第
二
節
「
平
安
盛
期
に
お
け
る
東
二
一
条
殿
L

下
玉
利
百
合
子
「
女
院
詮
子
崩
御
の
第
宅
に
つ
い
て
「
夜
半
時
還
御
三
条
」
存
疑
」
（
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
一
九
八
七
・
三
）

角
田
文
衛
「
藤
三
位
繁
子
」
（
『
王
朝
の
映
像
』
東
京
堂
、
一
九
七
0
・
八
）
の
付
録
「
平
惟
仲
年
譜
」
に
は
、
「
二
月
十
日
東
三
条
院
、
惟
仲
の
三

条
第
に
遷
御
す
」
と
あ
る
。

注
（
3
）
で
、
光
ヰ
ア
は
藤
原
懐
忠
男
と
し
て
い
る
。
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拙
著
『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』
（
翰
林
書
房
、
二

O
O四
・
一
一
）
の

4
「
『
栄
花
物
語
』
の
養
子
女
た
ち
」

惟
仲
に
関
し
て
は
、
高
橋
由
記
「
平
惟
仲
に
つ
い
て
定
子
の
中
宮
大
夫
辞
任
に
関
連
し
て
」
（
「
同
文
目
白
』
お
、

注
（
2
）
に
同
じ
。

注
（
l
）
に
同
じ
。

女
院
詮
子
の
東
三
条
邸
本
院
焼
亡
と
三
条
院
御
所

一
九
九
六
・
二
）
が
あ
る
。
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